
◎地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 
（令和七年一二月二二日法律第八八号）   

一、 提案理由（令和七年一二月一一日・衆議院総務委員会） 

○林国務大臣 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案につき

まして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 今回の補正予算により令和七年度分の地方交付税の額が一兆五千百二億円増加するこ

ととなります。 

 本年度におきましては、このうち一兆三千百二億円を交付することとし、これに対応

いたしまして、令和七年度に限り、経済対策の事業や委託料等の物価高対応等を円滑に

実施するため臨時経済対策費を、地方公務員の給与改定に対応するため給与改定費を、

臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するため臨時財政対策債償還基金費を

設けることとしております。また、令和六年能登半島地震に係る財政需要に対応するた

め、令和七年度分の特別交付税の総額を増額することとしております。 

 さらに、令和七年度に活用することとしていた地方公共団体金融機構の公庫債権金利

変動準備金二千億円について、その活用を取りやめることとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願いを申し上げます。 

二、衆議院総務委員長報告（令和七年一二月一一日） 

○佐藤英道君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、令和七年度の補正予算により増額される同年度分の地方交付税一兆五千百二

億円について、このうち一兆三千百二億円を令和七年度に交付することとし、これに対

応して、同年度に限り、臨時経済対策費、給与改定費及び臨時財政対策債償還基金費を

設けることとしております。 

 また、公庫債権金利変動準備金二千億円の令和七年度の活用を取りやめることとして

おります。 

 本案は、昨十日本委員会に付託され、本日、林総務大臣から趣旨の説明を聴取した後、

質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、

本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告を申し上げます。 

三、参議院総務委員長報告（令和七年一二月一六日） 

○吉川沙織君 ただいま議題となりました地方交付税法及び特別会計に関する法律の一

部を改正する法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し

上げます。 

 本法律案は、地方財政の状況等に鑑み、令和七年度に限り臨時経済対策費、給与改定

費及び臨時財政対策債償還基金費を設ける等の改正を行おうとするものであります。 



 委員会におきましては、持続可能な地方財政の構築、地方公務員給与改定への対応、

地方公共団体における人材の確保等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 


